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英語ドリーム・フェスティバル2025　参加者募集
昨年度大盛況だった「英語のシャワーをあびる日」にあなたも参加しませんか？　羽曳野市の
ネイティブの先生６人が、楽しいゲームやアクティビティなど楽しい３時間を用意しています。英
語がにがてな人も、使ってみる、しゃべってみるチャンスです。市立学校の 5・6 年生は誰でも
無料で参加できますので、どちらかの日を選んで申込書でお申し込みください。なお、今年度
の会場は白鳥小学校です。昨年度同様、送迎もいたします（詳しくは申込書をご覧ください）。
■■とと■■きき  きき7 月 23 日㈬・24 日㈭　■■受受■■付付  きき5 月 23 日㈮～ 6 月 13 日㈮※㈯㈰除く
■■申申■ ■ 込込込込 後日公開の申込書の QR コードを読み取っていただき、申込フォームより申込ください。
※希望者多数の場合は抽選。きき
■■問問  問問学校教育課

令和７年度 就学援助
経済的な理由により、市立小・中・義務教育学校にお子様を就学させることが困難な保護者
に対して、学用品費などの一部を援助します。
【一斉受付期間・受付時間】問 5 月 1 日㈭～ 30 日㈮ ※㈯㈰㈷除く　9:15 ～ 17:00
※一斉受付期間終了後に申請した場合、援助費は減額されて支給されることになります。
【受付場所】
児童生徒の在籍小 ･ 中・義務教育学校または学校教育課（市役所別館３階）
※オンライン申請も可能です。詳細は市ウェブサイトをご覧ください。（ただし学校諸経費の
滞納がある方はできません。）
≪期間中に申請できなかった方》
令和 8 年 2 月 27 日㈮まで随時受付。ただし、支給額は申請月によって減額されます。

（注）毎年申請が必要です。過去に認定を受けた方も、令和7年度に受給をご希望のかたは申請してください。
（注）詳しい内容については、４月に学校で配布された「令和 7 年度就学援助制度について【お
知らせ】」をお読みください。
■■問問  問問学校教育課

たかわしこどもまつり
舞台や模擬店、移動動物園など子どもが楽
しめるイベントがあります。
■■とと■■きき  きき6 月 1 日㈰ 9:30 ～ 14:30
■■場場■■所所  高鷲学園・高鷲保育園　園庭
■ ■ ￥￥￥￥ 参加協力券 ( 大人 :200 円・学生 ( 中高
生 ):200 円、こども :100 円 )
■■問問  問問高鷲保育園　☎ 953-3883

閉園した西浦幼稚園の見学会

昨年度末で閉園した園の見学会です。懐か
しい思い出に触れる最後の機会です。ぜひ
ご参加ください。
■■とと■■きき  きき5 月 24 日㈯ 9:30 ～ 11:30
■■場場■■所所  西浦幼稚園　■■申申■ ■ 込込込込 不要
■■問問  問問こども保育課

ひとり親家庭の親等のための
就業支援講習会

各種講座詳細については、大阪府立母子・
父子福祉センターのウェブサイトにてご確
認ください。
■■対対■■象象  ひとり親家庭の母、ひとり親家庭の
父、ひとり親を経た寡婦の方
■■申申■■込込込込■■資資■■格格  きき求職中の方又は就業中でスキル
アップのため資格取得を目指している方
※応募者多数の場合は抽選となります。きき
■■問問  問問大阪府立母子・父子福祉センター
母子家庭等就業・自立支援センター
☎ 06-6748-0263　FAX06-6748-0264

＜ウェブサイト＞ ＜申込フォーム＞

令和７年度子どもの居場所づくりに
取り組む団体の募集について

本市では生活困窮家庭等の子どもを対象
に、子どもの居場所づくりとして、生活支
援、学習支援に取り組んでいる地域団体に
対し、運営経費の一部を支援する事業を実
施します。
補助対象者、補助対象事業の要件等につい
ては、詳しくは市ウェブサイトまたはこど
も家庭支援課までお問合せください。
■■問問  問問こども家庭支援課
　5月1日㈭～ 5月 30 日㈮
　9:00 ～17:30 ㈯㈰㈷を除く
☎ 072-956-1000

ひとりじゃないよ！ いっしょに育とう

　～こども・若者が輝き、未来への夢と安心をはぐくむまち、はびきの～

第3期はびきのこども夢プランを策定しました

すべてのこども・若者が、豊かな愛情のもとで、一人ひとり自分らしく生きることができ、身体的・精神的・

社会的に将来にわたって幸せな状態（ウェルビーイング）で生活を送ることができる「こどもまんなか社

会」の実現に向け、こども・若者、子育て支援の総合的・計画的な推進を図るため、「第３期はびきの

こども夢プラン」を策定しました。

■ ■ 問問問問 こども政策課　メール : kodomoseisaku@city.habikino.lg.jp

家庭や学校、地域、事業者等の多様な主体がこども・若者の育ちを支え、その育ちを通じて大人も一緒
に成長できる地域社会を形成し、未来を担うこども・若者が、夢や希望を持ち、笑顔で安心して過ごす
ことができるまちをめざします。


